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第 4 回高円寺会館改築設計者選定委員会議事要録（要点筆記） 

●古谷委員長により議事が進められた。 
 議事概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「第３回高円寺会館改築設計者選定委員会議事要録」について確認した。 
 

2. 第２次審査・審議 
 

(事務局で、4月4日夕方に全委員に第 2次審査提出図書を配布し、読み込み
を依頼した。) 

 

・11者からの提出図書についての書類上の不備は無い旨、事務局で報告した。

委員長が各委員にもこの点を確認し、11者全てを審査の対象とすることとし

た。 

○第２次審査対象者 

受付番号 氏 名 受付番号 氏 名 

7 桑原  立郎 47 細井  眞澄 

9 斎藤   義 49 六角  鬼丈 

12 青木   淳 51 北川原   温 

36 伊東  豊雄 60 内藤   廣 

39 竹内  昌義 61 妹島和世・西沢立衛 

43 小林  洋子   

 

・委員長から、表現の度合いを判断材料にしないで、提案の中味で判断するよ

うにしてほしいとの発言があった。 

・各委員が順番に、第２次審査提出図書を見ての全体の印象や感想などについ

て発言した。 

・次に、受付番号順に11者分全てをレビューしていくこととし、委員長が提案

の概要を説明した後、1者につき10分～15分程度各委員が、意見や評価など

を発言した。 

日 時：平成 17年４月６日（水）14:00～17:30 
場 所：杉並区役所 西棟８階 第９会議室 
出 席 者：○委員：古谷委員長､村上副委員長､佐藤委員､本杉委員､鳥山委員､四居委員 
     ○事務局：区民生活部／大藤管理課長､伊藤施設計画担当係長 

政策経営部／大塚営繕課長､米山､湯浅 
配布資料：1.第３回高円寺会館改築設計者選定委員会議事要録 
          2.第２次審査結果についての通知文（案） 
     3.第３次審査の進め方（案） 
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（１）第1段階選考 

・選定方法について協

議し、委員一人３票

を持ち票として投票

することとなった。 

・投票結果は、プロジ

ェクターでスクリー

ンに映し、審査を進

めた。 

・投票の結果９者が得

票した。 

 

第１回投票得票者９者（受付番号） 

7、9、12、36、43、49、51、60、61 

・投票結果に基づいて協議・意見交換し、４票以上を得票し、かつ、委員

全員が承認した次の１者を第２次審査通過者とした。 

第２次審査通過者（受付番号・氏名） 

36 伊東豊雄 

・この後、残る２名の第２次審査通過者を選定するため協議を行い、第１

回投票で得票した残る８者を対象として選定を進めることとした。 

 

（２）第２段階選考 

・第２段階選考対象者（８者）に対して、投票した各委員が意見等を述べ

た。 

第２段階選考対象者（受付番号） 

7、9、12、43、49、51、60、61 

・その後、選定方法にについて協議し、一人２票を持ち票として第２回目

の投票を行なった。 

・その結果５者が得票し、そのうち３者が複数票得票した。 

第２回投票得票者５者（受付番号） 

7、9、43、51、61 

・協議した結果、４票以上を得票した次の1者について、委員全員の賛同

を得て第2次審査通過者に加えることとした。 

第２次審査通過者（受付番号・氏名） 

51 北川原 温 

・また、複数票得票した他の２者について、意見交換を行い慎重に協議し

た結果、次の1者を第2次審査通過者に加えることで委員全員の意見が

一致した。 

第２次審査通過者（受付番号・氏名） 

９ 斎藤 義 

 

 

 

第２次審査の様子 
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3. 作品現地審査の日程について確認した。 
５月９日（月）東京都（世田谷区）、福島県 

５月10日（火）長野県 

・当日の時間等は、事務局で現地訪問先に連絡をとってから、各委員に知ら

せることとなった。 

 

4. 大塚営繕課長が第３次審査の進め方（案）について説明した。 
・公開プレゼンテーションの質疑応答は、最初に３者のプレゼンテーションを

連続して行い、その後まとめて質疑応答を行うこととなった。 
 

5. 第２次審査結果についての通知文（案）について確認した。 
・公開プレゼンテーションでは、パワーポイントの内容のハードコピー以外の

資料は受付けないことを、通過者への通知に明記することとなった。 

 


